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I取扱規程jでは、事務作業の陪階
ごとにやる事を明確にする

。従業員から書類を取りまとめる方法

書類を源泉徴収票作成部署ヘ移動
する方法

社内システムへのデータの入力方法

源泉徴収票の作成方法

役所への提出方法

本人への源泉徴収票の交付方法

従業員が提出した書類や入力した
データなどの保存方法

保存期限が過ぎた後の廃棄・削除方法
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守
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今、
企業の備えは?

扱いの「範囲」明確に
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